
 

 

瀬戸内しまなみ海道の自転車通行料金の無料化について 

 

１．期間： 

瀬戸内しまなみ海道の自転車通行料金については、愛媛県、広島県等が減収

の一部を負担することにより、平成 26年 7月から本州四国連絡高速道路株式会

社の企画割引として期間限定で無料となっております。 

この無料化が令和 4年 3月 31日に期限を迎えることから、愛媛県では、広島

県と連携して、これまで国土交通省や本州四国連絡高速道路㈱に対して継続の

要望等を行って参りましたが、このたび、令和 4・5年度の 2か年継続の無料化

が決定しました 

 

２．対象：瀬戸内しまなみ海道の自転車歩行者道を通行する自転車 

       【位置図】             

【本来の通行料金（軽車両等）】 

 

橋梁名 料金 

因島大橋 50円  

生口橋 50円  

多々羅大橋 100円  

大三島橋 50円  

伯方・大島大橋 50円  

来島海峡大橋 200円  

合  計 500円 

 

 

 

 

 

 

 

３．無料化による効果（次ページ面参照） 

  １．サイクリストの利用環境の向上 

  ２．主要観光地の入込客数の増加 

３．レンタサイクルの貸出台数の増加 

 

 

 

 

 
 

 

０円 

※無料化対象は自転車のみであり、 

 原動機付き自転車は対象外です。 

注）新尾道大橋には自転車歩行者道がありません。

また、尾道大橋は道幅が狭く交通量も多いため、

渡船のご利用をおすすめします。 

【自転車のみ】 
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【しまなみ海道自転車道の無料化による効果】 
 
１．サイクリストの利用環境の向上 
○料金の支払に伴う一旦停止が不要となり、安全で快適なサイクリングが可能になった。 

○気軽にしまなみ海道を訪れ、サイクリングを楽しむことができるようになった。 

 
２．主要観光地の入込客数の増加 
○無料化後、沿線の主要観光地(※１)の入込客数は大幅に増加し、令和元年には１．３倍、４８万人増

加しました。 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
３，レンタサイクル貸出台数の増加 
○無料化後、レンタサイクル(※２)の年間貸出台数は著しく増加し、令和元年度は１．８倍，６．８万

台増加。 

○外国人への貸出台数も令和元年度には全体の約 16％を占めている。 
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（※1）【主要観光地】 
しまなみ海道沿線の主要観光地１２箇所の合計地（各年１月～１２月） 
広島県側：サンセットビーチ、因島水軍城、向島洋らんセンター、尾道市立美術館、千光寺山ロープウェイ、尾道商業会議所記念館 
愛媛県側：多々羅しまなみ公園、マリンオアシスはかた、よしうみいきいき館、村上海賊ミュージアム、亀老山展望公園、サンライズ糸山 

 
（※２）【レンタサイクル】 

しまなみ海道沿線のレンタサイクルターミナル１３箇所の合計値 

（各年度 ４月～３月） 

 

【6.8万台増】 

【1.8倍】 
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【主要観光地の入込客数の推移】 

【レンタサイクル貸出台数の推移】 

（万台） 

（年度） 

（万人） 

（年） 

H25 

15 

10 

5 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 
0 

コロナ以前の 

水準への 

早期回復！ 

無
料
化
開
始 

無
料
化
開
始 

西
日
本
豪
雨 

新
型
コ
ロ
ナ 

新
型
コ
ロ
ナ 

【48万人増】 
【1.3倍】 

修学旅行でのサイクリング状況                              

（修学旅行によるしまなみ海道自転車道利用促進事業助成金利用） 


